
保
育
所
等
の
職
員
に
よ
る
虐
待
に
関
す
る
通
報
義
務
等
に
つ
い
て

○
保
育
所
等
に
お
け
る
虐
待
等
の
不
適
切
事
案
が
相
次
い
で
お
り
、
こ
ど
も
や
保
護
者
が
不
安
を
抱
え
る
こ
と
な
く
安
心
し
て
保

育
所
等
に
通
う
・
こ
ど
も
を
預
け
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
を
整
備
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

○
児
童
養
護
施
設
等
や
障
害
児
者
施
設
、
高
齢
者
施
設
に
つ
い
て
は
、
職
員
に
よ
る
虐
待
等
の
発
見
時
の
通
報
義
務
等
の
仕
組
み

が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
保
育
所
等
に
お
け
る
虐
待
等
へ
の
対
応
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
仕
組
み
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。

（
※
）
な
お
、
保
育
所
等
や
自
治
体
に
お
い
て
適
切
な
対
応
が
図
ら
れ
る
よ
う
「
保
育
所
等
に
お
け
る
虐
待
等
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
を
策
定
し
通
知
を
発
出
（
令
和
５
年
５
月
）
す
る
な
ど
の
対
応
を
行
っ
て
い
る
。

①
制
度
の
現
状
・
背
景

②
改
正
内
容

○
保
育
所
等
の
職
員
に
よ
る
虐
待
に
つ
い
て
、
児
童
福
祉
法
等
を
改
正
し
、
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
に
よ
る
虐
待
と
同
様
、

下
記
の
規
定
を
設
け
る
。

・
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
を
発
見
し
た
者
の
通
報
義
務

・
都
道
府
県
等
に
よ
る
事
実
確
認
や
児
童
の
安
全
な
生
活
環
境
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

・
都
道
府
県
等
が
行
っ
た
措
置
に
対
す
る
児
童
福
祉
審
議
会
等
に
よ
る
意
見

・
都
道
府
県
に
よ
る
虐
待
の
状
況
等
の
公
表

・
国
に
よ
る
調
査
研
究

等

○
も
っ
ぱ
ら
保
護
者
と
離
れ
た
環
境
下
に
お
い
て
、
児
童
に
保
育
や
居
場
所
の
提
供
等
の
支
援
を
行
う
以
下
の
施
設
・
事
業
を
、

通
報
義
務
等
の
対
象
と
し
て
追
加
す
る
。

【
対
象
施
設
・
事
業
】
：
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
、
特
別
支
援
学
校
幼
稚
部
、
家
庭
的
保
育
事
業
、

小
規
模
保
育
事
業
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
、
事
業
所
内
保
育
事
業
、
認
可
外
保
育
施
設
、
一
時
預
か
り
事
業
、
病
児
保
育
事

業
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
、
子
育
て
短
期
支
援
事
業
、
意
見
表

明
等
支
援
事
業
、
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
、
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
児
童
館

施
行
日
：
令
和
７
年
1
0
月
１
日
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保
育
所
等
の
職
員
に
よ
る
虐
待
に
関
す
る
通
報
義
務
等
に
つ
い
て

◆
改
正
法
に
お
い
て
は
、
保
育
所
等
に
お
い
て
虐
待
が
発
生
し
た
場
合
は
、
「
所
管
行
政
庁
」
が
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
児
童
福
祉
法
施

行
令
（
昭
和

2
3
年
政
令
第

7
4
号
）
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

2
2
年
政
令
第

1
6
号
）
を
改
正
し
、
指
定
都
市
・
中
核
市
・
児
童
相
談
所
設
置
市
（
以
下
「
指

定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
が
指
導
監
督
を
行
う
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
指
定
都
市
等
を
「
所
管
行
政
庁
」
と
す
る
。

◆
改
正
法
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
毎
年
度
、
管
内
の
市
町
村
に
お
け
る
虐
待
の
状
況
を
と
り
ま
と
め
て
公
表
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
児
童
福
祉
法

施
行
令
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
を
改
正
し
、
指
定
都
市
等
に
お
け
る
虐
待
の
状
況
を
含
め
、
都
道
府
県
知
事
が
と
り
ま
と
め
て
公
表
す
る
こ
と
と
す
る
。

※
改
正
法
に
よ
り
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成

1
8
年
法
律
第

7
7
号
。
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
法
律
上
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
都
市
・
中
核
市
に

お
け
る
虐
待
の
状
況
を
と
り
ま
と
め
て
公
表
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

府
令

政
令

【
①
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
】

◆
所
管
行
政
庁
が
児
童
福
祉
審
議
会
等
に
報
告
す
る
事
項
と
し
て
、
以
下
を
規
定
す
る
。

・
虐
待
に
係
る
施
設
等
の
名
称
、
所
在
地
及
び
種
別

・
虐
待
を
受
け
た
又
は
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
の
性
別
、
年
齢
及
び
そ
の
他
の
心
身
の
状
況

・
虐
待
の
種
別
、
内
容
及
び
発
生
要
因

・
虐
待
を
行
っ
た
施
設
職
員
等
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
職
種

・
所
管
行
政
庁
等
が
講
じ
た
措
置
の
内
容

・
虐
待
が
行
わ
れ
た
施
設
等
に
お
い
て
改
善
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
内
容

【
②
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
】

◆
市
町
村
長
が
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
、
都
道
府
県
知
事
が
公
表
す
る
事
項
等
と
し
て
、
法
律
上
定
め
ら
れ
た
事
項
（
虐
待
の
状
況
、
事
実
確
認
等
の
講
じ
た
措

置
の
内
容
、
市
町
村
か
ら
報
告
を
受
け
た
事
項
）
に
加
え
、
以
下
を
規
定
す
る
。

・
虐
待
を
行
っ
た
職
員
等
の
職
種

【
③
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
】

◆
都
道
府
県
知
事
等
が
虐
待
の
状
況
等
を
公
表
す
る
際
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

※
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
・
幼
稚
園
・
特
別
支
援
学
校
幼
稚
部
に
つ
い
て
も
、
上
記
と
同
様
の
改
正
を
行
う
。

※
上
記
の
他
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

2
6
年
内
閣
府
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
１

号
）
に
お
い
て
、
改
正
法
に
よ
り
認
定
こ
ど
も
園
法
上
「
入
園
児
虐
待
」
を
新
た
に
定
義
し
た
こ
と
に
伴
う
改
正
等
、
各
設
備
運
営
基
準
の
所
要
の
改
正
を
行
う
。
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施設・事業 所管行政庁 高知県児童福祉審議会における調査審議部会

保育所

幼保連携型認定こども園（※３）

一時預かり事業

病児保育事業

認可外保育施設

幼稚園

特別支援学校幼稚部

児童自立生活援助事業（※４）

小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）

意見表明等支援事業

妊産婦等生活援助事業

里親等

乳児院

母子生活支援施設（※４）

児童館

児童養護施設

障害児入所施設

児童心理治療施設

児童自立支援施設

指定発達支援医療機関

一時保護施設

児童福祉法第33条第１項若しくは第２項の委託を受け

て児童に一時保護を加える業務に従事する者

家庭的保育事業、小規模保育事業、

居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業

乳児等通園支援事業

放課後児童健全育成事業

子育て短期支援事業

児童育成支援拠点事業

※１：着色している施設等は児童福祉法改正により新たに対象となったもの

※２：中核市が指導監督を行う施設は中核市が所管行政庁となる。

※４：法の対象施設に含まれる以前から現ガイドラインにて対象施設として取り扱っている。

※５：市町村が所管行政庁となる事業等は、各市町村児童福祉審議会又は委員に相当する者に報告。

被措置児童等虐待にかかる所管行政庁について

※３：幼保連携型認定こども園以外の認定こども園については、保育所型は保育所、幼稚園型は幼稚園、地域裁量型は認可外保育施設と

　　　して虐待に係る対応を行う。

市町村 ※５

県（※２） 保育部会

県　　　　　　　　　　　　　　　こども支援専門委員会
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